
 

追試験追試験追試験追試験についてについてについてについて    

  

学期末試験実施日に、病気またはやむを得ない理由により受験が不可能であった者に対し、学部で審

査の上、追試験を許可することがあります。 

※追試験を願い出ることができるのは「学期末試験科目」「学期末試験科目」「学期末試験科目」「学期末試験科目」（学期末試験時間割に記載されている科目）（学期末試験時間割に記載されている科目）（学期末試験時間割に記載されている科目）（学期末試験時間割に記載されている科目）

のみです。 

※郵送による願い出は受付けません。 

 ※許可された追試験科目を放棄・欠席することは認められません。 

 ※出席等の平常点状況によっては、許可者掲示後に許可が取り消されることがあります。 

 ※追試験は通常の学期末試験とは別試験のため、記述・マークシート等の形式が異なる場合があります。 

 

■証明書類の添付について 

願い出には、当該学期末試験の受験が不可能であったことを客観的に証明する書類が必要です。書類

の添付がない場合には受付けません。 

    【証明書例】 

診断書（大学所定書式またはそれに準ずるもの）、企業・官公庁等発行の証明書（就職活動の場合は

選考日時・場所が明記され、社印等が押印されているもの）、交通機関の遅延証明書(遅延当日のみ受

付けたもの)、会葬礼状 等 

    

■日程について  

受付期間 

 

受付場所： 

６号館１階 

教務部 

１２１２１２１２／／／／１２１２１２１２（（（（月月月月））））～２～２～２～２／／／／２２２２（（（（木木木木））））１７１７１７１７：００：００：００：００    

（※１２／２４（土）～１／６（金）は閉室）（※１２／２４（土）～１／６（金）は閉室）（※１２／２４（土）～１／６（金）は閉室）（※１２／２４（土）～１／６（金）は閉室）    

※ 交通機関の遅延による場合は当日中の手続きが必要です！以下の☆を参照のこと。 

    

平平平平                    日日日日    ９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００（１１：３０～１２：３０を除く）（１１：３０～１２：３０を除く）（１１：３０～１２：３０を除く）（１１：３０～１２：３０を除く）    

土土土土                    曜曜曜曜    ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００    

追試験願を提出する追試験願を提出する追試験願を提出する追試験願を提出する前前前前に、6 号館 1 階証明書自動発行機にて追試験料（１科目 2,000 円）

を納入してください。学生証が必要です。 

許可者掲示 

時間割掲示 

２／４２／４２／４２／４（土（土（土（土）（学部掲示板））（学部掲示板））（学部掲示板））（学部掲示板）１０：００１０：００１０：００１０：００～～～～    

※ 持込許可物は許可された場合のみ電話連絡します。 

※ 不許可の場合は、追試験料を返金しますので教務部カウンターへきてください。 

追試験 
２／１５（水）・１６（木２／１５（水）・１６（木２／１５（水）・１６（木２／１５（水）・１６（木）・）・）・）・１７（金１７（金１７（金１７（金））））のいずれかの日程のいずれかの日程のいずれかの日程のいずれかの日程    

追試験は、開講学部（成蹊教養カリキュラム含む）の学期末試験規則に従って行います。 

    

    



 

☆☆☆☆    交通機関の遅延による追試験手続交通機関の遅延による追試験手続交通機関の遅延による追試験手続交通機関の遅延による追試験手続    

① 追試験手続 

交通機関の遅延により、試験時間割定刻から 20 分を超えたため、学期末試験を受けることが

できなかった場合の追試験の申請は、交通機関の遅延当日のみ受付けます交通機関の遅延当日のみ受付けます交通機関の遅延当日のみ受付けます交通機関の遅延当日のみ受付けます。 

教務部で追試験料を納入（1 科目 2,000 円）し、以下の書類を提出してください。 

a  追試験願  

「家を出た時刻」、「家から大学までの経路」、「大学への到着時刻」等を詳しく記載してくださ

い。 

b 遅延証明書 

「乗車日付（当日のもの）」および「遅延時間」が記載されたものを有効とします。 

（インターネット上の証明書を印刷したものも有効です）。 

 

② 遠距離通学等でやむをえない事情がある場合の「仮申請」 

遠距離通学等やむをえない事情で、交通機関の遅延当日に教務部で追試験の申請ができなか

った場合には、必ず当日の 17 時までに教務部に電話で連絡し「仮申請」を行ってください。

この場合、翌日または直近の試験日までに必ず教務部で追試験申請を行ってください。 

 なお、交通機関の遅延当日に「仮申請」を行わなかった場合および「仮申請」後、所定の期

限までに追試験申請を行わなかった場合には、いかなる理由があっても当該遅延による追試験

申請ができなくなりますので注意してください。 

 

《教務部の連絡先》 

（経済学部） ０４２２－３７－３７０３ 

  （理工学部） ０４２２－３７－３５５１ 

  （文 学 部） ０４２２－３７－３７３６ 

（法 学 部） ０４２２－３７－３５５６ 

    

    

不測の事態（自然災害、交通機関の全面ストップ等）で追試験実施が困難な場合は、時間割変更（追

試験日、実施時限等）を行う場合があります。追試験を願い出る際には、急な時間割変更があり得るこ

とを了承した上で願い出てください。             

    

                       ２０１１年１２月１２日 教務部    


